
改定後 改定前 

第 1 条（用語定義） 

（略） 

V ポイントトークン 

V ポイントマーケティング株式会社（以下

「VPMK」といいます）が発行する V ポイントと

の連携手続きまたは V 会員番号連携をした利用者

に対し、当社が VPMK との間において API 連携

するため、VPMK が利用者毎に発行し、当社に付

与する認証キーであって、API 仕様における

OAuth 認証の「アクセストークン」および「リフ

レッシュトークン」を総称したもの。 

（略） 

第 1 条（用語定義） 

（略） 

V ポイントトークン 

CCCMK ホールディングス株式会社（以下

「CCCMKHD」といいます）が発行する V ポイン

トとの連携手続きまたは V 会員番号連携をした利

用者に対し、当社が CCCMKHD との間において

API 連携するため、CCCMKHD が利用者毎に発行

し、当社に付与する認証キーであって、API 仕様

における OAuth 認証の「アクセストークン」およ

び「リフレッシュトークン」を総称したもの。 

（略） 

 


